
令和８（２０２６）年１月号

.

（午前・午後同じ内容です。どちらかでご参加ください）

人権相談

人権相談員が相談をお受けします。 ◇ と　き　土・日・祝日を除く10時～16時
　

相談は無料で、秘密は守られます。 ◇ ところ　三原市人権文化センター

お気軽にご相談ください。 ◇ 電　話　０８４８－６６－１１１１

法務省人権啓発キャッチコピー 「誰 か」 の こ と じ ゃ な い 。 

発行／三原市人権推進課

編集／三原市人権文化センター

所在地／三原市長谷一丁目６番１号

電話／0848- 66- 1111

F A X／0848- 66- 1112

　

内　容　　近年、若い人が都市部へ出ていくことで、地域の担い手が減ることが社会

　　　　問題になっています  。

　　　　　社会の変化に伴い、わたしたちの暮らしや男女の役割はどのように変わっ

　　　　たのでしょうか？家事や育児、仕事、地域活動など、私たちの身近な場面を、

　　　　みんなで話しなが  ら考えてみましょう。

　　　　　すべての人が活躍できる地域での関わりを見直すことが、地域の持続性を

　　　　高め、誰もがわたしらしく暮らせるまちづくりにつながります。

　　　　　ぜひご参加ください！

場　所　三原市人権文化センター２階　大会議室

講　師　人権推進課　男女共同参画係職員

定　員　４０人（申し込み不要）

問い合わせ先　三原市人権文化センター　℡0848-66-1111

人権ミニクイズコーナー
　

前回はみなさんに好評でしたので、今月

もクイズにチャレンジしてみましょう！

 　Q　企業が社会の一員として果たすべき責任

　　　（例：人権尊重、法令遵守、環境への配慮、

　　　　社会貢献など）を 何というでしょう？

　　①　SDGs　　②　CSR　　③　NPO 

　　 　 　 答えと解説は隣の欄に掲載しています。

クイズの答え及び解説

答え　②CSR（企業の社会的責任）

（Corpora te S ocial Responsib ility）

　企業は、人々が暮らすための商品を生産し

たり、サービスを提供し、また、人々の働

く場である点において社会に欠かせない存

在です。 このように社会における存在が大

きい企業が、人権尊重や法令遵守を進める

ことは社会にとって大変有意義で、こうし

た企業が増えていくことが求められます。



なん ひ がつ じんけん


